
医整第６７５号  

令和７年１２月２２日  

 

   歯科診療所 

各          の管理者 様 

   助産所 

 

岐阜県健康福祉部医療整備課長  

 

 

令和７年度医療機能情報提供制度の報告について 

 

 日頃より、本県の医療行政に格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

標記について下記事項にご留意のうえ、ご提出いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 概要（依頼内容等） 

医療機能情報提供制度における報告 

・医療法第６条の３に基づき、病院、診療所及び助産所は、１年に一度、１月１日現在の情報を都

道府県知事へご報告いただきます。 

  ・この報告の公表に関しては、県が管理する「ぎふ医療施設ポータル」により公表しておりました

が、令和６年４月からは、国が新たに構築した「医療情報ネット（ナビイ）」により公表されて

おります。 

・なお、令和５年度の定期報告からは、国の共通基盤である「Ｇ－ＭＩＳ」を活用したオンライン

による報告が可能となっておりますので、原則オンラインによる報告にご協力をお願いします。 

 

２ 提出期限 

  令和８年１月２０日（火）（必着） 

 

３ 提出書類（※ＦＡＸでの提出は不可） 

医療機能情報提供制度における報告書 

※オンラインによる報告を行う場合は保健所への紙媒体又は電子媒体による提出は不要です。 

 

４ 提出方法 

（１）医療機能情報提供制度における報告書 

   届出方法及び留意点等は、下記のとおりです。 

ア オンラインによる報告（原則） 

・下記エの県ホームページの「Ｇ－ＭＩＳログインページ」からログインいただき、ご提出をお願い

します。 

・システムの利用方法等の詳細は、県ホームページに掲載のマニュアル等をご確認ください。 

※初めて利用する場合は、Ｇ－ＭＩＳユーザーアカウントの登録申請が必要となりますが、今年度は

報告期限までにアカウント発行ができませんので、「イ（紙媒体）」又は「ウ（電子媒体）」によ

る報告をお願いします。 

 ただし、次年度以降にオンラインによる報告ができるよう、アカウント登録申請をご検討ください。 



イ 紙媒体による報告 

 ・昨年度定期報告時に、「紙媒体」又は「電子媒体」で報告された施設等については、「令和７年１

２月１５日時点の情報が記載された紙媒体の報告書」（以下「紙報告書」という。）を同封してお

ります。 

 ※同封されておらず、紙報告書が必要な場合は、所管の保健所へご連絡ください。 

・報告書の記載内容に変更がある場合は、紙報告書を朱書訂正し、訂正したページのみを提出してく

ださい。 

・昨年度から報告項目の変更や追加が多数あります。必ず全項目をご確認のうえ、該当項目について

記入をお願いします。（空欄であっても今回新たに追加された項目の可能性がありますので、必ず

ご確認ください。空欄の項目に記入する場合も朱書きとしてください。） 

・紙報告書の記載内容に変更がない場合は、提出不要です。変更がない旨を所管の保健所へご連絡く

ださい。 

・これまで本制度に基づく報告を行ったことのない施設については、県ホームページから報告書様式

をダウンロードしていただき、郵送で提出してください。（この場合、令和７年１２月１５日時点

の情報が記載されていない、初期状態の様式となります。） 

・紙報告書をすべてご確認いただき、未記入の項目がないか、必ず確認をお願いいたします。 

 ウ 電子媒体を用いた作成 

・「令和７年１２月１５日時点の情報が記載された電子媒体（Ｅｘｃｅｌ）の報告書」（以下「電子

報告書」という。）が必要な場合は、所管の保健所に下記のとおりメールでご連絡ください。 

 

 

 

・これまで本制度に基づく報告を行ったことのない施設については、県ホームページから報告書様式

（初期状態）をダウンロードしていただき、メールで提出してください。 

・提出のメールは下記のフォーマットのとおりとしてください。 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

エ 県ホームページのご案内 

 ・Ｇ－ＭＩＳへのログイン又は新規ユーザ登録申請、報告書の様式等については、こちらからお願い

します。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4222.html 

［岐阜県トップページ］ → ［子ども・女性・医療・福祉］ → ［医療］ 

 → ［医療機関・保健所等］→ ［医療機能情報提供制度］ 

 

 

件名：「▲▲（整理番号）●●（医療機関名）医療機能情報様式【提出】」 

※整理番号は、郵送した封筒の右上に記載されています。 

メッセージ欄：担当者の氏名と連絡先を記入してください。電子報告書のデータを添付し

てください。 

電子媒体（Ｅｘｃｅｌ）を用いて報告する際の留意事項 

・ファイル名は変更しないでください。Excelファイルのまま提出してください。 

・変更がある場合は、セルを赤色着色した上で、その項目の情報を更新してください。 

※初期状態の報告様式を用いる場合、セルの着色は不要です。 

・電子媒体の返却は行いませんのでご了承願います。 

・電子メールの誤送を避けるため、送信後に保健所へ電話をいただくか、保健所から送信され

る到達メールを必ず確認してください。 

件名：「▲▲（整理番号）●●（医療機関名）医療機能様式【送付依頼】」 

※整理番号は、郵送した封筒の右上に記載されています。 

メッセージ欄：担当者の氏名と連絡先を記入してください。 



オ その他 

・ご報告いただいた情報は、医療法第６条の３第１項より、貴施設において閲覧に供することが義務

づけられていますので、書面又は電磁的方法（インターネット、ＰＣ等モニター画面での表示等）

により貴施設内に備え付けられますようお願いします。 

・医療機能情報のうち、医療法施行規則別表第１の項第１号に掲げる基本情報（施設名称、開設者、

管理者等）に変更が生じたときは、所管する保健所へ速やかに報告してください。 

また、医療法第７条及び第８条に基づく開設許可等の事項の変更の届出についても別途手続きをし

ていただく必要があります。 

 

５ 提出先 

  施設所在地を所管する保健所 

※保健所の住所等については、別添の「提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧」をご確認ください。 

 

６ 問い合わせ先 

※別添「提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧」をご確認ください。 

 

７ 添付資料 

・ 岐阜県医療整備課からのお願い 

・ 医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度・かかりつけ医機能報告制度における報告を書面に

よって行う皆様へ 

・ 提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧 

・ ヘボン式ローマ字一覧表 

・ 紙報告書（※昨年度定期報告時に、「紙媒体」又は「電子媒体」で報告された施設等） 

 

 

 

岐阜県 健康福祉部 医療整備課 医事係 

担当係長 川田  担当 奥村、粟野 

〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１ 



 



【岐阜県医療整備課からのお願い】
・今回の依頼事項は、本紙片面の１件です。
・詳細は別添通知を確認ください。

医療機能情報提供制度
・医療法第６条の３に基づき、毎年１月１日時点の貴施設の情報
（診療日、診療科目、治療内容など）を県に報告するもの

・対象：病院、診療所、助産所
※「企業内・施設内診療所等の患者が限定される施設」

及び「出張専門の助産所」を除く
・報告方法（下記①又は②のいずれか）

Ｇ－ＭＩＳアカウントの保有の有無

保有している

Ｇ－ＭＩＳにログインして
必要事項を入力
※入力後、必ず最後に
［報告］ボタンを押すこと

「紙」で報告 「電子（Excelﾌｧｲﾙ）」で報告

同封された「紙報告書（医）」
に変更箇所を朱書きで記入
※令和６年度定期報告時に紙又
は電子媒体（Excel）で報告さ
れた施設には、R7.12.15時点
の情報が記載されたものを同
封しています。

※「紙の報告書」が必要な場合は、
所管の保健所に連絡してくだ
さい。

【終了】

朱書きで記入したページを所管
の保健所に提出（郵送等）

所管の保健所に「Excelﾌｧｲﾙ」
の送付をメールで依頼

昨年度からの変更箇所を入力
※前回報告時の内容を消去し、
修正後の内容を記入してく
ださい。

※修正が生じたセルは、赤色
着色にしてください。

入力した「Excelﾌｧｲﾙ」を所
管の保健所に提出（郵送又は
メール）

【終了】

【終了】

① Ｇ－ＭＩＳによるオンライン報告を行う場合

保有していない

Ｇ－ＭＩＳアカウントの
発行申請

※今年度は、報告期限までにアカ
ウントの発行ができませんので、
②による報告をお願いします

※ただし、次年度以降に「オンライ
ン報告」ができるよう、アカウン
トの発行申請をお願いします

② 「紙」又は「Excelﾌｧｲﾙ」で報告を行う場合

県ホームページ





医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度・かかりつけ医機能報告制度に 

おける報告を書面によって行う 

病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局の皆様へ 

 

令和 7年 12月 22日 

 

医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度については、令和６年１月５日から

厚生労働省が運営する医療機関等情報支援システム（以下「Ｇ－ＭＩＳ」という。）に

より報告が可能となったところです。また、かかりつけ医機能報告制度については、

令和８年１月からＧ－ＭＩＳにより報告が可能となるところです。 

他方、病院、診療所、歯科診療所、助産所及び薬局（以下「報告機関」という。）が、

Ｇ－ＭＩＳによる報告を行うことができない場合、報告機関は都道府県に対して書面

により報告することになります。そして、都道府県は、医療機能情報提供制度・薬局

機能情報提供制度においては、報告を受けた情報をＧ－ＭＩＳに入力することで、当

該情報を医療情報ネットにより公表します。また、かかりつけ医機能報告制度におい

ては、報告を受けた情報をＧ－ＭＩＳに入力することで、当該情報の確認業務を行う

こととなります。 

 

また、Ｇ－ＭＩＳに入力された情報は、以下の目的で利用されることになります。 

 

(1) Ｇ－ＭＩＳの円滑な運営・維持 

(2) Ｇ－ＭＩＳの障害を復旧するための分析・評価 

(3) Ｇ－ＭＩＳの利便性向上のための分析・評価 

(4) Ｇ－ＭＩＳの改善、見直し及び関連施策の立案・検討 

 

つきましては、本書面に基づき、以上の利用目的について通知いたします。 

 

以上 
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※太文字は間違いやすいヘボン式ローマ字です

…注意事項…
※単語の1文字目は大文字で記載し、2文字目以降は小文字で記載してください。

※発音ヘボン式ではb ・m ・p の前にn の代わりにm をおく。
　　　Namba　→ 難波（なんば）、Homma　→ 本間（ほんま）、Sampei　→ 三瓶（さんぺい）

※促音子音を重ねて示す。
　　　Hattori　→ 服部（はっとり）、Yakkyoku　→ 薬局（やっきょく）
　　　ただし、チ(CHI)、チャ(CHA)、チュ(CHU）、チョ(CHO)音に限り、その前に「ｔ」を加える。
　　　Hatcho → 八町（はっちょう）

※長音長音(－)に対するローマ字は不要です。(前の母音で代用されます)
　　　“オウ”、“オオ”はou、ooではなくoと表記
　　　太郎 → Taro(たろう)、大垣 → Oｇａｋｉ(おおがき)

※その他「ウウ」の発音になる文字は「ｕ」一文字で表す。
　　　日向 → Hyuga（ひゅうが）

※「ファ行」は「F」を使用する。
　　　ファミリー → Family

※間違いやすいヘボン式ローマ字
　 　「し」→「shi」、「ち」→「chi」、「つ」→「tsu」、「ぢ」→「ji」、「づ」→「zu」、「じゅ」→「ju」、
　 　「じ」→「ji」、「ず」→「zu」、「しょ」→「sho」、「ちゅ」→「chu」、「ちょ」→「cho」、
 　　「ふ」→「fu」

ヘボン式ローマ字一覧表


